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建築物解体工事特記仕様書(1)

建築物解体工事特記仕様書 令和4年版Ver.1

別館解体工事設計図

Ⅰ　工事概要

1．工事場所

2．工期

3．工事種目

4．建物概要

Ⅱ．解体工事仕様

１．共通仕様

２．特記仕様

b.すべての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違のある場合の優先

①現場説明書（現場説明に対する質疑回答書を含む）
②特記仕様書
③設計図書
④建築物解体工事共通仕様書(令和4年版）
⑤公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版）
⑥公共建築工事標準仕様書(令和4年版）

a.項目は、番号に　　印のついたものを適用する。
b.特記事項は、　　印のついたものを適用する。

　　印のつかない場合は、 ※ 印のついたものを適用する。
　　印と ※ 印のついた場合は、共に適用する。　

c.特記事項に記載の（　　）内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又

d.特記事項に記載の［　　］内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又

a.図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕
部の「建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）」（以下、「解体共通仕様書」
という）による。ただし、解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大
臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（最新版）」及び「公共建

e.図中の数字番号（○-○○-○︓注○には数字が入る）は、建築工事標準詳細図

・

・
・

（最新版）の分類番号を指す。

特記仕様書

着工 年　　月　　日 完成期限 年　　月　　日
部分完成︓(指定部分︓                       ) 完成期限 年　　月　　日

5．敷地面積

築改修工事標準仕様書（建築工事編）（最新版）（以下、「改修標準仕様書」と

順位は次のとおりとする。

は当該表を示す。

は当該表を示す。

章 項目 特記事項
１　
一
般
共
通
事
項

適用法令等

工事実績情報

適用基準等

　　届出手続き等

※　行う　　　　　・　　行わない

この工事では下記の法令及び関係法令に沿って、適正に処理すること。
※　廃棄物の処理及び清掃に関する法律
※　資源の有効な利用の促進に関する法律

※　石綿障害予防規則その他
※　労働安全衛生法、労働安全衛生法施工規則、労働安全規則
※　建設副産物適正処理推進要綱

※　建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編

a.工事施工に必要な関係官公署等への手続きは、速やかに行う。
　　　これらの手続きに要する費用は請負者の負担とする。

※　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）

b.前項に規定する届出手続きを行うに当たって、届出内容についてあらかじめ監督職員

c.関係官公署、附近住民等に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、速や
かにその旨を監督職員に報告し協議する。

(1.1.4)

・　建築工事標準詳細図　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）
・　構内舗装・排水設計基準　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）
・　敷地調査共通仕様書国土交通省　大臣官房官庁営繕部監修（最新版）
・　石綿飛散防止漏洩防止対策徹底マニュアル（厚生労働省）（最新版）

に報告すること。

(1.1.3)

実施工程表
a.工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
b.契約書の規程に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合

e.別契約の関連工事がある場合は、監督職員の指示を受けること。

は、施工等に支障がないよう実施工程表を遅延なく変更し、当該部分の施工に先立ち、

c.前項によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報
告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

d.監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間又は月間工程表、
工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。

監督職員の承諾を受ける。

・
・
・

(1.2.1)

施工計画書
工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し、監督
職員に提出し、承諾を受ける。

(1.2.2)

工事の記録

完成書類

施工管理

工事写真の整備

・ 監督職員の承諾を受けた施工計画書
・ 搬出された解体材の処理状況記録
・ 解体材の再資源化実施状況記録
・ 完成図(詳細は別記による)

※ 現場代理人は現場に常駐し、現場の運営,取締りを行う。

※　適用する

※工事写真は、着工前,各工程における作業状況,解体材の分別状況,完了時について
　監督職員と協議し、監督職員の指示により撮影する。

※ 専任された「建設業法」に基づく主任技術者、又は選任された「建設リサイクル法」に
　基づく技術管理者は、現場に常駐し、技術管理にあたる。

(1.2.3)

(1.3.3)

(1.3.1)

※　３部      　　　・
・ 工事写真の提出部数

改修標準仕様書による電気保安技術者を兼任できるものとする。
・　適用しない

施工条件

住民等に対する

苦情の処理

緊急時の処理

環境保全等

周辺住民や通行者に対し、必要に応じて、協力を求めるための広報等（工事説明看板

苦情の処理については、監督員と協議の上、速やかに処置すること。

緊急事態が発生した時は、速やかに最善の措置を行うと共に、監督職員に連絡する。

a.工事着手前に附近の状況を調査し、環境保全並びに安全対策に配慮し、工事を行う

c.公害の防止に努め、工事にあたっては「国交省 低騒音型,低振動型建設機械の指定
　に関する規程」並びに「国交省 排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定さ

b.工事の施工にあたり、騒音,振動,粉塵,土壌汚染,排水汚染などがないよう、万全の対

(1.3.9)

(1.3.5)

周知 等）の措置を講じる。

こと。

策を講じること。

a.施工時間等は、次による。
(1)設計図書又は工事現場近隣の住民との間で交わされる工事に関する協定（以下、

近隣協定という）に、作業内容,作業日,時間等についての定めがある場合は、それ

　　 ※ なし　　　　　　　・

(2)休日,祝日又は夜間に施工を行う場合は、あらかじめ理由を付した書面によって監督

b.設計図書又は近隣協定及び特記仕様書以外の施工条件は、次による。
　 　・ あり（原則として、平日及び土曜日の8︓00〜18︓00にて施工計画をたてるもの

を遵守する。

職員に通知する。

とする。）

・
・
・

　・ 建設発生土仮置場
　・ 資機材置場
　・ 工事用車輌の駐車場所

c.下記以外は現場説明書による。
図示　

・
・
・

図示　
図示　

れた建設機械を使用すること。

発生材の処理等 (1.3.10)(4.4.1)(4.5.1)(5.4.1)

火災保険等 請負者は工事内容に応じた火災保険、建設工事保険その他の保険に付すること。その期
　間は工事完了引き渡し日までとする。

工事着手に先立ち、建築基準法第１５条第１項の規程による「建築物除却届」を作成
　し、監督職員に提出すること。

建築物除却届

交通整理員の 工事期間中は、搬入路付近等に交通整理員を配置すること。
配置員数

下請業者の選定
　廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。

解体材の処理を下請負人に委託する時は、工事着手前に監督職員の承諾を得た上、

の提出

配置

存置する既存 a.存置する既存建物について、その日常の運用及び避難経路等に支障を生じさせないよ
建物との取合 うな仮設計画,工事計画を行う。

b.存置建物との取り合い部には、屋内,屋外共に適正な仮設間仕切等を設ける。仮設間
仕切は防火性,防音性,防炎性,防塵性を考慮した仕様とする。

c.上下水道,電源,通信,防災設備等各設備の切り替え,停止については、存置建物の日
常の運用を保持し,法令上の規定に抵触しないよう施工する。

設計図書等の a.設計図書は、主要な部位や事項についての設計意図を示すものであり、必ずしも工事  
の完成に必要なすべての情報を網羅するものではない。取扱い

　※ 作成する    提出部数   ※ 3部　　　　　　・    部 
完成図等 a.完成図

完成写真 工事完成時に完成写真を撮影し、アルバムに整理した上で2部提出する。なお、電子デ

　電子データはフルカラーのBMP形式またはJPG形式の最高画像とし、CD-RまたはDVD-R
にて提出する。

・ 建築改修工事特記仕様書による
b.杭を存置する場合は、残存する杭の位置を及び杭天端高さを測量し、それらの結果を

配置図等に図示したものを作成する。

b.設計図面のうち現状を示すものは参考図として添付したものである。着工に先立ち現場
の状況,解体建物の状況を詳細に調査し、監督職員に報告する。両者に差違がある場
合は、監督職員の指示によるものとする。

足場その他

b.外部足場

a.内部足場
※　きゃたつ、足場板等　　　　・

※　Ａ種　　　　　・　Ｂ種　　　　　・　Ｃ種　　　　　・　Ｄ種

騒音,粉塵等 騒音および粉塵等の対策

・　Ａ種     　・　Ｂ種　     ・　Ｃ種　     ・　Ｄ種　     ・　Ｅ種
c.材料、撤去材等の運搬方法

(1)十分な遮音性能を有する他、美観にも考慮する。
　　　設置範囲　　　　　　※ 図示

(2)垂直養生の設置高さは取り壊し位置より常に１ｍ以上の高さを保ち、散水や粉

(3)定期的に点検を行い、常に安全には十分注意する。

※ 枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生労働省平
成15年 4月策定）」　により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安
心感のある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた
手すり先行専用足場とするか、または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場

※ 防音パネル　　　・ 防音シート　　　・ メッシュ金網　　　・ 養生シート（防炎１類）

［2.2.2］

（2.2.1）

２　
仮
設
工
事

の対策

塵の飛散防止を図る。

施工数量調査 (1.5.2)

技能士
適用工事種別 技能検定の職種

仮設工事 ・ とび作業

(1.6.2)

施工の検査 (1.6.3)a.次の工程において監督職員による検査を受ける。
・

施工の立会 (1.6.5)
監督職員が指示した場合の施工は監督職員の立会を受けると共に、次の工程において

・

督職員に提出する。手続きを代行する場合は、その経緯を適宜監督職員に報告する。
供し、検査,審査に立ち会うなど、受検に協力する。検査,審査後は、記録を作成し、監
査については、手続きを代行し、その検査,審査に必要な書類,資機材,労務その他を提
員に報告のうえ、適切な時期にこれを受ける。このうち、発注者が申請者になる法定検
いては、工事の内容が関係法令や設計図書に適合していることを事前に確認し監督職

b.工事期間中における、関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査や審査につ

手数料等、法定検査に要する費用は請負代金額に含まれる。

監督職員による立会を受ける。

型と同等の機能を確保するものとする。

家屋調査 敷地周辺の家屋調査
※ 家屋調査を行う(解体作業着工前に家屋等の現状立会調査を行う)

調査範囲　　　・ 図示　　　　・ 監督職員の指示による
調査の実施 専門家により目視,測定等による調査を行い、写真等により記録

する。なお、解体作業以外に近隣に損害を及ぼす可能性がある
要因が考えられる場合は、監督職員と協議の上、適切な調査を
行うこと。

・ 家屋調査は行わない

害虫等の駆除 解体作業着手前に、解体建物内部に巣くう害虫,ネズミ等の駆除を行う。

解体建物への既存供給処理設備（電気,ガス,上水,下水等）の末端処理は本工事と

　　保全
　工事敷地内の境界杭,測量杭については、良好な維持管理を行い万一施工により損傷,境界杭等の
紛失又は移動した場合は、遅滞なく監督員に報告し、監督職員の指示に基づき、請負者
の負担で原型復旧を行う。

　　　調査項目　   ・　建物外部調査　      ・　外構調査　      ・　建物内部調査　
・　建物沈下測定・　建具調査　 ・　床傾斜測定

・　地盤沈下測定 ・　その他(                      )　

c.電気の廃止申請手続き

b.ガスメータの撤去,切り離し
　　※　本工事　　　・　別途工事

a.給水管,排水管の休止申請手続き

(     　　　　　)名　常駐
なお、必要に応じて監督職員の指示により適宜臨時増員する。

設備の末端処理
する。

事前措置

　　※　本工事　　　・　別途工事

　　・ 　本工事　　　※　別途工事

c.解体撤去範囲内の建物のうち、図示または特記仕様書で存置と示した地中埋設物に
ついて、残存する埋設物の位置及び状況等を実測し、平面位置及び深さを記載した
配置図を作成し、監督員に提出する。

d.監督職員が建物等の状況を記録するため図面の作成を指示した場合は、必要図面
を作成し監督職員に提出する。

石綿関連

b.設計図書に記載の無い箇所に石綿含有吹付け材(レベル1のアスベスト)の存在が発見
された場合は、直ちに監督職員に報告すると共に、その時点で全ての工事作業を一時
中断させる。速やかに石綿への対応を管轄する官公署に報告し、その指導を受ける。当
該官公署の許可を得るまで、一切の工事作業を再開してはならない。

a.本工事に石綿含有吹付け材(レベル1のアスベスト)除去工事が含まれる場合は、その
除去工事が完了するまで、他の一切の工事を行ってはならない。ただし、石綿を管轄す
る官公署の了解を得た場合はその限りでない。

c.上記「b」の場合、引き続き石綿除去工事を行う場合の工事費については、設計変更の
対象とする。また、その規模に応じて、発注者を含め、契約工期の延長等に係わる協議
を行う。

ータと共に提出すること。

a.発生材うち発注者に引き渡しを要するもの

・ 金属類及びPCB(ポリ塩化ビフェニル)含有物
※ PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有物

・

c.特別管理産業廃棄物の有無および処理

b.工事現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは次による。なお、「再生

・ 図示　　　　　・

(1)ひ素,カドミウム含有の石こうボードの処理(対象︓1997年４月以前に製造され

(a)対象となる石こうボードの有無 　・ 有り(図示)　　　　　・ 無し　　　　　・ 不明
たもの)

資源利用［促進］計画（実施）書」を提出する。

・ 石こうボードの製造業者に処分委託する
・ 管理型最終処分場で埋め立て処分する

次の方法により対象となる石こうボードの判別を行い、存在が確認されたもの
については次により処理する。

処理方法

(b)対象となる石こうボードの有無が「不明」の場合は次による

「不明」の場合で、存在が確認された場合の処理に要した費用については、
設計変更の対象とする。

(2)ひ素,カドミウム非含有の石こうボードの処理

・
※ 再資源化施設で再資源化する

(3)PCB含有シーリングの処理(対象︓1972年以前に製造されたポリサルファイド系

※ 対象となるシーリング材の調査を行う
※ 調査の手順は次による

(1)サンプリングを行い、日本シーリング材工業会による判定を行う(一

(2)一次判定でPCB分析が必要と判定された場合は、専門機関によ
る分析調査を行う(二次判定)

・  

(a)対象となるシーリング材の有無   　　・ 有り(図示)　　 　・ 無し　 　　・ 不明
(b)対象となるシーリング材の有無が「不明」の場合は次による

シーリング)

次判定)(サンプリング数は監督職員と協議のこと)

(6)その他、特別管理産業廃棄物の対象となる材料の存在が確認されたものについて
は、解体共通仕様書及び関係法令に基づき適正に処分すること

d.全ての発生材は適正,適法に場外搬出処理を行うものとし、改修標準仕様書及び解体
共通仕様書による。なお、現場構内における焼却処分,埋設処分を行ってはならない。

(5)CCA処理木材の処理

※ 対象となる木材の調査を行う。
※ 調査の手順は次による。

1.床仕上げ材の一部を取り除き、木材に刻印されたJAS表示に「C」

2.一次判定で判断できない場合は、外観目視(色判定)を行うと共に

・  

(b)対象となる木材の有無   　　・ 有り(図示)　　　　　・ 無し　　　　　・ 不明
(c)対象となる木材の有無が「不明」の場合は次による。

(a)対象となる木材
建設年次が1963年以降である木造建物1階の土台,大引,根太、及び木

の文字があるか否かを確認する。ある場合はＣＣＡ処理木材であ
る(一次判定)。

呈色試薬(ていしょくしやく)による試験を行う(二次判定)。

質系外構資材(木製デッキ材等)等

(4)アスベスト含有建材の処理
解体共通仕様書 第6章の記載により対応する。

(c)対象となる石こうボードが「有り」の場合は、上記(b)の方法で処理する。

a.施工数量調査範囲
※ 本工事範囲とし、各章の記載による　　　　　・ 図示

b.施工数量調査方法
※ 目視および非破壊検査とし、各章の記載による
・ 破壊検査

※工事写真は、「営繕工事写真撮影要領（平成31年版） 国土交通省大臣官房官
庁営繕部整備課」による他、監督職員の指示による。

2022.9.9

いう）」による。

(d)対象となる木材が「有り」の場合、または判定で対象木材の存在が判明した

※ 含有判定の結果、対象木材の存在が確認されたものについては改修標
準仕様書 第1章の記載のとおりに処理を行う。なお、処理に要した費用

※ 「有り」の場合は、改修標準仕書 第1章の記載のとおりに処理を行う。

(分析調査費除く)については、設計変更の対象とする。

場合は次による。

管理型最終処分地で埋め立て処分する

1
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34

1

2

令和5年3月

・
・
・ 施工者の責任において確保

施工者の責任において確保
施工者の責任において確保

００１ＫＡ－

市民病院エレベータ棟改修および

滋賀県守山市守山四丁目14番1号

別館（病院）　RC造4階建　（建築面積︓1,084.56㎡、解体床面積︓3,447.45㎡）
庇A　鉄骨造平屋（建築面積︓19.29㎡、解体床面積︓19.29㎡）　

12,084.88㎡

※各建築物に付随するものすべて（外構、樹木(伐根)含む）
※その他監督員の指示するもの

※特記なき限り、建築改修工事特記仕様書に準ずる。

市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

図示による

・ 作成しない



-

-

A1:

A3:

建築物解体工事特記仕様書(2)

建築物解体工事特記仕様書 令和4年版Ver.1

散水養生

工事用水

場内から土ぼこり等の発生を抑えるために散水等を行う。排水先等も事前に検討し、周辺

構内既存の施設　　・　利用できる（ ※　有償　   　　・　無償　　）　　・　利用できない

環境の保持に努める。

仮設排水 既存の排水桝,排水管を撤去する場合は、仮設の排水設備を設け、排水上支障のない
ようにすること。

監督員事務所 (2.3.1)
※ 設ける(規模,仕様は次による)　　　　    ・ 設けない

規模　 ※ 20 程度　    ・ 40㎡程度    　・ 90㎡程度　    ・ 150㎡程度　
監督員事務所は施工者から独立した専用スペースとし、流し台を設置

机,椅子,ロッカー,書類棚,打合せ机,専用電話,コピー複合機,ノートパソ
コン,インターネット環境,ファックス

　　　　　冷暖房設備,行事用白板,冷蔵庫,コピー用紙,文具類一式

　　　　　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）最新版・建築工事監理指

　　　　　建築工事施工チェックシート（最新版）

　　　　　　　　                                     内は社章と社名入りとし必要数揃えること。
　　　　　長靴,安全靴, 雨合羽, 作業服, 防寒服,ヘルメット,安全帯,軍手　等

　　　　　電気設備工事監理指針　最新版
　　　　　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版

　　　　　機械設備工事監理指針　最新版
　　　　　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版

すること。また打合せ用会議スペースを設ける。原則として上履きとする。
工事用看板の設置（設計,監理事務所の指定様式による）

注記︓

針の最新版　

備品 ※

※
※

・
・
・

・

・

・

ＣＡＤシステム一式（最新版ウィンドウズ等OS及びAutoCAD-LTソフ
ト共）３セット分。

・

構内既存の施設　　・　利用できる（ ※　有償　   　　・　無償　　）　　・　利用できない工事用電力

仮囲い a.種別
※ 成形鋼板　H=3,000
・ 溶融亜鉛メッキ鋼板 波板　H=1,800
・ フェンスバリケード(ガードフェンス)　H=1,800 ・ A型バリケード　H=800

b.塗装,外観

c.進入口扉 ※ パネルゲート(施錠付き)　H=4,000程度　(　※　電動　　・　手動)

・ キャスターゲート(伸縮ゲート)(施錠付き)　W=6,000×H=2,000程度
・ 

※ 単色(片面標準色)　　　　・ 単色(片面指定色)　　　・ 模様(片面標準柄)
・ 模様(片面指定柄)　　　　・ 監督職員と協議する

W=　・ 6,000程度　　　・ 8,000程度　　　　・ 図示

３　
解
体
施
工

・　行う　　　　　　　・　行わない

・　引抜き工

a.杭の解体

b.杭の解体工法

舗装,樹木の撤去範囲は図示による

・　行う　　　   範囲　※　図示

(3.9.1,2)

表層仕上
・　砕石敷き　　　範囲　※ 図示

　　埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。

埋戻し及び盛土の材料
・　山砂の類　　　　・　他現場の建設発生土の中の良質土

a.雨水ます、埋設雨水配管の撤去

・　現状地盤　　　　・　図示
整地高さ

解体後の埋戻し及び盛土

埋設配管 ・　行う　　　    撤去範囲は図示による

・　行う　　　    範囲　※　図示

・　なし

(3.12.1)

撤去範囲（ ※　図示　    　・　　　　　　）

杭の解体

舗装,樹木等

井戸 撤去範囲

地下埋設物

解体後の整地

(3.8.2)躯体の解体

山留めの撤去

工事名称等の
表示

仮囲いや外部足場の外面に、関係法令に定める掲示物の他、監督職員の指示する仕様
にて、工事名称,発注者,設計者,監理者等の表示看板を設ける。その他の看板等掲示
物については、あらかじめ大きさ,書体,仕上,取付位置等について監督職員と協議すること。

鋼矢板等の抜き跡の処理
※ 引き抜き後、直ちに砂を充填する

(2.4.3)

・

引き抜き跡孔の処理　　　・ 図示　　　　・
・　破砕による解体

破砕範囲　　　　・ 図示　　　　・ GL－       　　の範囲

工作物等の解体範囲は図示による工作物等の解体 (3.10.1)

撤去樹木の抜根
(3.11.1)

・　行わない

・　行う　　　   範囲　※　図示
樹木の移植

・　行わない

・ 図示
・ 上部構造のみ（適切に砂詰めの上、周囲保護のこと）
・ 

(2)図示により一部の雨水ます、埋設雨水配管の撤去を行わない箇所につい
ては、ますと配管の接続部をコンクリートまたはモルタルで閉塞する。

・　行わない

移植の工法,使用する材料等は、施工計画書を監督職員に提出し、
承諾を受ける。

(1)必要に応じて、適切な法面又は第2章4節による土留めを設ける。

・　再生コンクリート砂　　　　　　・

(3.13.1)

振動および
・　振動対策　（低振動タイプの重機の使用等の配慮を行う）

　　塵埃飛散対策　　  　（※　行う　　　・　　　　　　）
　　撤去建築物の養生　（※　行う　　　・　　　　　　）

　　騒音・振動測定  　　（※　行う　　　・　　　　　　）
・　工事期間中は、防音シート設置等、必要な振動対策および騒音対策を十分講じるこ
　　と。また、近隣住民の要請等についても、誠意をもって対処し、必要な対策を講じるこ

・　騒音対策　（静音タイプの重機の使用、騒音発生部分の重点遮音対策を行う）

・　構内指示の場所に敷き均し　　・　構内指示の場所にたい積
※　構外搬出適切処理　　　　　　・　構内指示の場所に処理建設発生土

事前調査 ・　有害物質の事前調査
　　　有害物質処理を行う場合は、工事着手前に処理対象物の存在場所,量を特定する

・　土壌汚染、水質汚染の事前調査
・ 行う　　　土壌汚染対策法及びその他の関連法令に従い調査を行う
・ 行わない

騒音対策

の処理

ための調査を行い、その結果を監督職員に報告する。

と。

４　
建
設
廃
棄
物
の
処
理

・　再生資源化を図るもの (4.4.1)

　　・　蛍光ランプ、ＨＤランプ   　　・　硬質塩化ビニル管、継ぎ手
　　・　ガラス

　　・　コンクリート塊　　　　　  　

・　小型二次電池

適用 下記以外は第1章「一般共通事項」の記載による。

再資源化等

５　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
等
の
処
理
等

特別管理産業
　　廃棄物の処理等 ・　特別管理産業廃棄物

種類

　・　ＰＣＢを含む機器類
　・　廃石綿等

　・　ＰＣＢ含有シーリング材

　処理方法
　※　アスベスト含有建材の除去等による。
　※　保管（保管場所︓　　　　　　　　　　　　）
　※　保管（保管場所︓　　　　　　　　　　　　）

　・　廃油 　・　中間処理施設再生処理　    　・　焼却処分
　・　廃酸／廃アルカリ 　・　製造業者又は専門業者（回収委託）

・　特殊な建設副産物の回収及び処分

　・　フロン

　・　ハロン

　・　イオン化式感知器

　・　特定化学物質

　※　登録回収業者（回収委託)

　※　設備設置業者（回収委託）

　※　製造業者又は販売業者（回収委託）

　・　回収　　    ・　処分

　※　製造業者又はガス回収業者（回収委託）　・　六フッ化硫黄(SF6)ガス

発生材の処理等
　　ただし、搬出処理とする。
・　放射性物質を含むイオン化式感知器の回収は、製造業者又は販売業者に委託する。

・　金属類　（　・ 機器類　     ・ ダクト　     ・ 配管　     ・ その他の金属　）の処理は
　　（ ・ 物品管理業者に引き渡し　    　・ 構外搬出適切処理　）とする。

・　保温材は、配管,ダクト等より分解する。

適用 下記以外は第1章「一般共通事項」の記載による。

分析調査の実施については、第1章「一般共通事項」の記載による。 (5.1.2)施工計画調査

(5.4.1)

・　再生処理

・　破壊    　   　・　再利用

・　再利用　    　・　保管

・　再資源化    　・　再使用

６
　
石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
含
有
建
材
の
除
去
及
び
処
理

種類 　処理方法

セメント系固化材
　　使用の
　　柱状改良の

　　撤去工事

　なお、試験方法については、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロ
ム溶出試験実施要領（案）」（平成13年4月20日,国土交通省通知）による。

　また、土質条件,施工条件等により試験方法,検体数に変更が生じた場合は、監督職員

対象箇所 試料の採取方法 検体数

　六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を監督職員に提出する。

と協議し、設計変更の対象とする。

b.設計図書に記載のない建物,地中埋設物等が確認された場合は、監督員と協議の上、
　処理方法及び設計変更対象の可否を決定する。なお、明らかに解体撤去対象物と判
断できるものは除却する。

７　
そ
の
他
、
特
記
事
項

・　オイルタンク等の廃油の抜き取り
抜き取りに際しては所轄の消防署予防課指導係と事前に協議する。

※ その他の特殊な建設副産物は、関係法令に従い回収または処分する。

・　ダイオキシン含有機器の処理
ダイオキシンが付着した機器,構築物は、適正,適法にて除去,処理する。

(6.1.1〜6.6.5)アスベスト(石綿)
含有建材の

事前調査
工事着手に先立ち、設計図面等、本工事に関わる設計図書にアスベスト含有※

１．アスベスト含有建材が使用されている部位の確認
２．アスベスト含有建材の厚さ,形状寸法等の確認
３．アスベスト含有建材が使用されている数量の確認
４．施工範囲等の確認

建材の存在が示されている場合は、該当部位について、次の1〜4の内容を調査
し監督職員に報告する。

2. アスベスト含有建材の事前調査 
(1)

1. 「アスベスト含有建材」とは、アスベスト含有の吹付材,成形板,建築材料等をいう。

アスベスト含有建材の存在は次による
※ 図示 ・ 下表による

棟名 室名 アスベスト含有建材の種類部位

工事着手に先立ち、目視及び貸与する既存資料等により、アスベストを含有して
いると思われる建材の存在の有無について調査し、上記1〜4の事項を監督職員

※

調査範囲（ ※ 今回工事範囲　　　　　　・ 図示　　　　　　　） 　
貸与資料

・ 有り　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
・ 無し

アスベスト含有建材の内、アスベスト含有アスファルト防水関連材料については次※
による。
１．対象となる防水関連材料

特殊アスファルトフェルト類︓1986年以前に製造されたもの
特殊アスファルトルーフィング類︓1987年以前に製造されたもの
アスファルト系接着剤類︓2003年以前に製造されたもの

2．本工事範囲における対象となる防水関連材料の有無
・ 有り(図示)　　　・ 不明

3.対象となる防水関連材料の有無が「不明」の場合は次の手順で調査を行う。
(a)建設当時(当該部分の改修工事が行われた時点を含む)の工事記

録を基に、使用された材料を特定し、材料製造所にてアスベスト含有
の有無を判定する

(b)上記(a)で判定できない場合はサンプルを採取し、分析調査を行う(サ

4.対象となる建材が「有り」場合、または分析調査で有ることが判明した場合は
次による。

(b) 含有分析試験の結果、含有が確認されたものについては、本章およ
び改修標準仕様書 第9章の記載により処理を行う。なお、処理に要

(a) 「有り」の場合は、本章および改修標準仕様書 第9章の記載により

した費用(分析調査費を除く)及び工事工期については、設計変更

処理を行う

ンプリング数は監督職員と協議のこと)。

に報告する。 　

(2)

(3)

※
1.本項において対象となる建材

※ アスベスト含有の可能性があるが、設計時点で分析調査による含有

2.対象となる建材はサンプル採取の上含有分析調査を行う(サンプリング数の記

分析調査の適用(1)
※ 前項(3)(4)記載のもの及び下表記載のものについて分析調査を行う

分析調査は行わない(ただし前項(3)(4)記載のものを除く)・
建材名 定性分析 定量分析

・ 箇所数(　　　　　　）・ 箇所数(　　　　　　）
・ 箇所数(　　　　　　）・ 箇所数(　　　　　　）
・ 箇所数(　　　　　　）・ 箇所数(　　　　　　）
・ 箇所数(　　　　　　）・ 箇所数(　　　　　　）

サンプル数は、１箇所あたり３個とする
採取箇所　　  ※ 監督職員と協議する　　　　・ 図示　   　　　・
分析対象はアモサイト,クリソタイル,クロシドライト,アクチノライト,アンソフィライト,
トレモライトとする。

分析方法は次によるものとし、分析結果を監督職員に報告する。(2)
※ 「建材中の石綿含有率の分析方法について」（平成18年8月21日

基発第0821002号、平成28年4月13日基発0413第3号、最終改正

が確認できなかったもの(下記2(1)の表に記載のもの)。
※ 既存資料でアスベスト含有建材の存在が確認できなかったもの。

載がない場合は監督職員と協議のこと)。含有が確認されたものについては本
章および改修標準仕様書 第9章の記載により処理を行う。なお、処理に要し

(4)

令和3年12月22日基発1222第17号)による。

アスベスト粉じん濃度測定の適用
※ 下記1,2および3の記載により行う

行わない・
　1.測定時期、場所及び測定点

各２点

（敷地境界）
４方向各１点処理作業室外

以下の位置各２点
出口吹出し風速1
各２点〜５点

各２点処理作業前

処理作業室内

処理作業室内
調査対象室外部

処理作業後
（シート養生中）

処理作業後
シート撤去後

処理作業室内

処理作業室内

１週間以降

処理作業中

備考

各２点〜５点

調査対象室外部 計２点
各２点〜５点

負圧・除じん装置
の吹出口

(注)1

大気

－

－

－

大気

測定１
測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７
測定８

測定時期 測定場所 測定点
（各施工箇所ごと）

(注)1︓各施工箇所ごとの作業室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは3
点、1,000㎡以下までは４点、1,000㎡を超えるものは５点とする。

の付近

の付近

(注)1

(注)1

アスベスト粉じん
濃度測定

　2.測定方法

測定 5測定 1,2,測定 3

　　　　47 ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ直径(mm) 　　　25 　　　　　　25
試料の吸引流量(ℓ/min) ※ 1      ・ ※ 5          ・ ※ 10     ・
試料の吸引時間(min) ※ 5   　 ・ ※ 120    　・ ※ 240 　・

4,6,7,8測定条件

3.上記1,2の内容については、事前に管轄行政の指導を受けること。

既存塗膜(仕上塗材または下地調整材)にアスベストが含まれている場合は、管轄官庁の
指導に従い、法令の規定に基づいた適正な工法で処理する。除去工法は(財)日本建築
センターの建設技術審査証明事業の審査を受けた工法とし、審査証明の写しを提出し、
監督職員の承諾を得ること。

アスベスト含有
　　吹付材の除去

a.処理工法
　※　除去工法

　・　封じ込め処理

　・　囲い込み処理（　　　　　　　　　　　　　　）

c.除去物及び汚染物等の処理
d.工事中の保管場所
e.処分

　※ 密封処理　　　　・　セメント固化

及び処分

※ 構内　　　　　・　

除去工法は本章および改修標準仕様書 第9章[9.1.3]による工法、または

封じ込め工法は(財)日本建築センターの建設技術審査証明事業の審査を受け
た工法とし、審査証明の写しを提出、監督職員の承諾を得ること。

(財)日本建築センターの建設技術審査証明事業の審査を受けた工法とし、審
査証明の写しを提出し、監督職員の承諾を得ること。

　　※ 埋立処分(管理型最終処分場)　　　
　　・ 中間処理（溶融施設） 

  b.除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止　　
　　※ 密封処理　   　※ 湿潤化　　   ・ セメント固化 　　　

b.除去物及び汚染物等の処理 　※ 密封処理　　　　　・　セメント固化　　保温材等の
a.除去工法 　※　手ばらし　　　　　・

除去及び処分

アスベスト含有 [9.1.4]

d.工事中の保管場所 ※ 構内　　　　　・　
e.処分 　　※ 埋立処分(管理型最終処分場)　　　

　　・ 中間処理（溶融施設） 

アスベスト含有
成形板の除去

及び処分

a.除去工法 　※　手ばらし　　　　　・ [9.1.5]
b.工事中の保管場所 ※ 構内　　　　　・　
c.処分 　　※ 埋立処分(管理型最終処分場)　　　

　　・ 中間処理（溶融施設） 

アスベスト含有
塗膜の除去

手続き等 労働基準監督署及び○○市○○課に必要な書類の届出を行い、指導を受ける。

除去後の仕上 ※ 図示　　　　　・

(6.3.2)

(6.4.1)

(6.5.1)

アスベスト含有
建材の分析調査 

の対象とする。

2022.9.9

・　行わない

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(1.4.1)

(1.4.1)

(6.1.3)

(6.6.1~5)

００２ＫＡ－

監督員の指示による

　　・　建設発生木材
　　・　アスファルトコンクリート塊

市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

工事範囲
　状況を充分把握すること。
※設計図書については詳細を示すものではないので、工事着手前に現場調査を行い、1

　監督員と別途協議を行い、適正処理を行うこと。その場合は、５章特別管理産業
※施工調査により、特別管理産業廃棄物及びアスベスト含有建材等が発生した場合は、

　 但し、施工調査費は請負金額に含むものとする。
   廃棄物等の処理等及び６章アスベスト含有建材の除去等を適用する。

　処理方法を決定する。ただし、明らかに解体撤去対象物と判断できるものは除却する。
※設計図書に明記の無い建物・地中埋設物等が確認された場合は、監督員と協議の上、

※解体建築物(残存物を除く)及び工作物等は、地盤面下基礎部分を含め撤去すること。
※医療機器、備品の撤去は別途工事とする。その他工事区分は下表による。

機械 備　　　考建築 電気 別途項目
区分

地中障害物撤去
工事現場保安要員、交通整理員
その他の仮設建物及び機械器具等

監理員事務所の架払い、備品、維持、補修
仮囲い・足場・桟橋等の架払い、維持、補修

建物引渡し時までの基本料金及び使用料金を含む｝

工事用電話・電力・上水・下水・ガスの使用料金

○ ○ ○
○

○ ○ ○

○ ○ ○
○

○ ○ ○｛本設（受電・電話･上水･下水･ガス等）から 

残存建物2
との取合い

※残存建物の病院運営に支障のない仮説計画を行うこと。
※残存建物との取合い部分には、屋外・屋内共に適正な仮設間仕切りを設けること。
　壁の使用は残存建物に合わせ、防災性等を考慮し決定すること。
※上下水、電気、通信、防災等の各設備の切替え・停止は残存建物の法規上の規定を
　守り施工すること。その他本工事施工以外の各部に汚損を生じた場合は原型に復すること。

残存建物3 ※外壁のアスベスト含有仕上塗材について、工事着手前に試験施工を行ったのち、監督員
   及び所轄する労働基準監督署と協議の上、除却工法を検討すること。

4 暴力団員等
による

守山市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について

　　　 関係者、その他県発注・工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）
　　　による不当介入(不当な要求または業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを
　　　拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、

（２）請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書
　(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。
　　　また、請負者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うものとする。

（３）請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が
　　　生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

不当介入の排除
（「不当介入に関する通報制度」の徹底について）

（１）請負者（請負人または受注者）は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団

      捜査上必要な協力を行うものとする。

　守山市の発注に関し、下請施工を必要とする場合、また施工に必要な各種の資材等の
購入については、可能な限り市内に本社・本店を有する者の中から選定する。
1.丸翔建設株式会社 2.株式会社DAINA 3.樋昇建設株式会社 と

5 市内下請・市内
材料調達促進
※参考解体業者

同等以上の技能を有すること。

図面による 図面による 図面による



施 工 条 件 特 記 仕 様 書

明示事項 内容明示が必要な場合

６
仮
設
備
関
係

仮設物を他の工事に引き渡す場合及び

引き継いで使用する場合

仮設備の内容

仮設備の期間

仮設備の条件

仮設備の構造、工法及びその施工範囲

を指定する場合

仮設備

（仮土留、仮橋、足場等）

１

適用
項目

明示項目

建築物解体工事特記仕様書、図示による。

仮設備の構造、施工方法、施工範囲 図示による。

仮設備の種類

仮設備の設計条件を指定する場合 設計条件の内容

７
建
設
副
産
物
関
係

建設発生土が発生する場合 受入場所及び仮置き場所までの距離

処分又は保管条件

現場内での再利用又は減量化が必要な

場合

現場内利用の内容

減量化の内容

建設副産物及び建設廃棄物が発生する

場合

再資源化処理施設又は最終処分場を指

定する場合

処理方法、処理場所等の処理条件

建設発生土の搬出

建設副産物の利用

建設副産物及び建設廃棄

物の処理

１

２

３

数量
片道

運搬距離
建設廃棄物の種類 処理等施設の名称 受入条件等

８
工
事
支
障
物
件
等

地上、地下等における占用物件の有無

る場合

支障物件名 管理者名 支障物件の位置

支障物件の移設時期 工事方法 防護

支障物件名、管理者名等

地上、地下等の占用物件に係る工事期

間と重複して施工する場合

工事内容

工事期間

９
排
水
関
係

排水の工法、排水処理の方法及び排水

の放流先等を指定する場合

排水工法 排水処理の方法 放流先

予定される排水量 排水の水質基準 放流費用

排水工法、排水処理の方法等

施設の内容水替・流入防止施設が必要な場合

設置期間

薬液注入を行う場合 設計条件 施工工法 材料種類

施工範囲 削孔数量及び延長 注入量及び注入圧

周辺環境調査の内容
周辺環境に与える影響の調査が必要な

場合

11

　
薬
液
注
入
関
係

10

工事現場発生品がある場合

設計条件、施工工法等

工事支障物件協議１

排水処理１

水替・流入防止施設２

薬液注入

工事現場発生品

１

１

受入場所、距離等の処理条件

建築物解体工事特記仕様書による。

及び占用物件等で工事支障物が存在す

下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。

　
そ
の
他

品名・数量、現場内での再使用の有無

引渡場所

支給材料及び貸与品がある場合 品名・数量・品質

規格又は性能

引渡場所・引渡期間

近接協議に係る条件及び内容

架設工法を指定する場合 施工方法

施工条件

工事電力を指定する場合

工事用水の内容

工事電力の内容

工法の内容
新技術・新工法・特許工法を指定する

場合

部分使用を行う必要がある場合 部分使用箇所

部分使用時期

支給品及び貸与品

工事用水、電力

新技術・新工法・特許工法

部分使用

２

３

４

５

６

７

建築物解体工事特記仕様書による。

建築物解体工事特記仕様書による。

工事用水を指定する場合

関連機関との近接協議

架設工法

他の工事の開始又は完了の時期により、 影響を受ける部分

関連する工事内容

明示事項 内容

限される場合

立のものがある場合

協議成立見込時期

地下埋設物等の移設が予定されている場合

官有地等を使用させる場合

場所・範囲

時間・時期

使用条件

工事に伴う公害防止のため、施工方法、

建設機械・設備、作業時間等の指定が

必要な場合

１
工
程
関
係

２
用
地
関
係

３
公
害
関
係

明示が必要な場合

関連工事との調整１

２

関係機関等との協議３

指定部分

仮用地等として官有地の

提供

公害防止

（騒音、振動、粉塵、排

出ガス等防止）

４

５

６

１

１

適用
項目

明示項目

影響を受ける工事内容

関連する工事の開始又は完了の時期

当該工事の関係機関等との協議に未成 制約を受ける内容

協議内容

関係機関、自治体等との協議の結果、

特定の条件が付され当該工事の工程に

影響がある場合

影響を受ける部分

影響を受ける内容

地下埋設物及び埋蔵文化

財の事前調査

工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化

財等の事前調査を必要とする場合

調査項目

調査期間

作業不能日数 休日日数以外の作業不能日数

当該工事の規模（範囲）

当該工事の工期

当該工事の施工時期、全体工期等に影

響がある場合

施工時期、施工時間及び施工方法が制

移設期間

施工のための仮用地等として施工者に、

施工時期、時間の制限

復旧方法

施工方法、建設機械・設備、作業時間
要領に基づき指定される建設機械・設備を使用するものとする。

低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規定及び排出ガス対策型建設機械指定

工事の施工に伴って発生する騒音、振

動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測

される場合

事前・事後調査の区分

調査時期

未然に防止するための必要な調査方法

未然に防止するための必要な調査範囲

電波障害等に起因する事業損失が懸念

される場合

事前・事後調査の区分

調査時期

未然に防止するための必要な調査方法

未然に防止するための必要な調査範囲

４
安
全
対
策
関
係

指定の内容

指定の期間

防護施設の内容

鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施

設と近接する工事において施工方法等

に制限がある場合

落石、雪崩、土砂崩落に対する防護施

設が必要な場合

交通誘導員の配置を指定する場合

配置時間

延べ人数

換気設備等の内容
有毒ガス及び酸素欠乏対策として、換

気設備が必要な場合

仮道路を設置する場合 仮設道路の仕様

安全施設等の設置期間

工事終了後の措置

騒音、振動、地盤沈下、

地下水枯渇等の防止調査

電波障害等に起因する事

業損失防止調査

２

３

交通安全施設

近接施工

落石、雪崩、土砂崩落の

防護施設

交通誘導員の配置

３

１

２

４

有毒ガス及び酸素欠乏等

の対策
５

工事中における職員等の６

仮道路２

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

交通誘導員Ｂ

交通安全施設等を指定する場合

仮設設置中における配慮

建築物解体工事特記仕様書による。

工事の規模（範囲）及び工期について

指定した部分がある場合

制限される施工内容

制限される施工時期・施工時間

制限される施工方法

制限される施工方法

制限される作業時間帯

工事中確保すべき通路幅

8時～17時まで（8時間）

なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督職員に報告し、協議するものとする。

車両動線。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

隣接地の工事（詳細は監督員による）

工事の時間。

８時～１７時まで。

施工方法。

特別高圧線下の施工方法。

工事前に行う。

図示による。

制限がある場合

使用中・使用後の処置内容
搬入、搬出路の使用中及び使用後の処

置が必要である場合

道
路
関
係

一般道の使用１ 搬入経路、使用時間、使用時間帯等に 制限される工事用資機材の搬入経路

制限される使用期間

制限される使用時間帯

○

解体された資材の搬出は、指定した経路以外の経路を通行してはならない。

日曜・祭日の工事作業車の運行は行わないものとする。

夜間の運行は行わない。

安全に対する配慮事項

工事中の安全対策

メッシュシート等で落下物が周囲に落ちないようにすること。

工事中の騒音・粉じん・振動には十分に配慮し、高所での作業を行う場合は、

５
工
事
用

100人・日程度

○
使用後は清掃を行うこと。

○
建築物解体工事特記仕様書による。

建築物解体工事特記仕様書による。

○

○

特別高圧線下の施工方法。

市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

施工条件特記仕様書 A1: - 

A3: - 

００３ＫＡ－

アスベスト(レベル1)の８

撤去

○ アスベスト(レベル1)の使用がある場合 撤去の周知、時期、工法、届出 管轄の労働基準監督署へ協議を行い、適切な撤去工法等を立案し、監督員の承認を

得ること。

アスベストの撤去に先立ち、管轄の労働基準監督署へ所定の手続きを行うこと。



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 仕上表（1） A1: - 

A3: - 

００４ＫＡ－



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 仕上表（2） A1: - 

A3: - 

００５ＫＡ－



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 仕上表（3） A1: - 

A3: - 

００６ＫＡ－



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 仕上表（4） A1: - 

A3: - 

００７ＫＡ－



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 1階・2階平面図 A1:1/100

A3:1/200

００８ＫＡ－



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 3階・4階平面図 A1:1/100

A3:1/200

００９ＫＡ－



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 R階・塔屋平面図 A1:1/100

A3:1/200

０１０ＫＡ－



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 断面図 A1:1/100

A3:1/200

０１１ＫＡ－



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 屋内A階段詳細図 A1:1/50 

A3:1/100

０１２ＫＡ－



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 屋内B階段詳細図 A1:1/50

A3:1/100

０１３ＫＡ－



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 避難用すべり台詳細図 A1:図示

A3:図示

０１４ＫＡ－



市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館 建具表（1） A1: - 

A3: - 

０１５ＫＡ－


